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固定資産（専用実施権）の取得に関するお知らせ 
 

当社は、平成18年８月28日開催の取締役会において、下記のとおり米国ターバイン社（Turbine, 

Inc.）が開発するオンラインゲーム「The Lord of the Rings Online™ : Shadows of Angmar™ 」

（以下、「ロード・オブ・ザ・リング・オンライン」といいます。）の日本語版の共同制作ならび

に日本における販売権および運用に関するライセンス（専用実施権）を取得することを決議しま

したのでお知らせいたします。 

記 

１．専用実施権取得の理由 

当社は、平成 18 年３月９日に公表しましたとおり、米国ターバイン社製オンラインゲーム「ダ

ンジョンズ＆ドラゴンズ・オンライン™ ストームリーチ™ 」（以下「DDO」といいます。）の日本

語版ライセンスを取得しました。その後、開発ならびにβ版のテスト実施を経て、今月８月 10

日からは正式サービスを提供中です。 

一方、今回当社がライセンスを取得するロード・オブ・ザ・リング・オンラインは、DDO と同

様に、ターバイン社がゲームタイトルの版元から所定の権利を得て開発を行っている、多人数同

時参加型オンラインゲーム（MMORPG）です。ロード・オブ・ザ・リング・オンラインの原語版は、

現在開発のアルファ段階にあって、10 万人を超えるユーザーがβ版への登録を行っている期待

の高いタイトルです（８月３日付ターバイン社ホームページ記事より）。 

また、ロード・オブ・ザ・リング・オンラインの原典は、映画化されたことで日本でも馴染み

のある物語です。 

当社は、当社の強みであるデータセンター事業のインフラを活かせるうえ、DDO で得たオンラ

インゲームの日本語版制作および運用の新たなノウハウを活かせることから、ロード・オブ・ザ・

リング・オンラインのライセンスを取得することにしたものです。 

 

２．専用実施権の内容 

（１）契約相手    Turbine, Inc.（米国マサチューセッツ州ウエストウッド市） 

（２）契約金額    ２百万米ドル 

（３）権利対象 パソコンならびにマイクロソフト XBOX360 およびソニー PS3 を媒体とし

たロード・オブ・ザ・リング・オンラインの日本語版共同制作ならびに日

本における販売権および運用 

 

３．今後の業績に与える影響 

本年度中は、主に日本語版の製造ならびに販売に関する計画を進め、有料サービスの販売は本

年度第４四半期または平成 19 年度を予定する計画であることから、本年度の売上高に対する影

響は軽微です。 
以上 


